
会津若松市建設工事総合評価方式実施要綱 

（平成21年６月18日決裁） 

（平成22年６月18日決裁） 

（平成23年３月17日決裁) 

（平成24年２月28日決裁） 

（平成25年８月26日決裁） 

（平成26年４月18日決裁） 

（平成28年５月23日決裁） 

（平成29年10月12日決裁） 

（平成30年９月10日決裁） 

（平成31年３月27日決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令（昭

和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の10の２の規定に基づき、予定

価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が最も有

利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式（以下「総合評価方式」とい

う。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （対象工事） 

第２条 総合評価方式の対象となる工事は、制限付一般競争入札により契約を締結する工

事のうち、予定価格150,000,000円以上で、かつ、技術的な工夫の余地が大きい工事と

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事については、総合評価方式の対象としない

ことができるものとする。 

 ⑴ 災害復旧工事その他の緊急を要する工事 

 ⑵ 入札参加資格に係る地域要件において次に掲げる業者以外も対象とする工事 

   ア 市内に所在する本社又は本店を登録する業者 

   イ 市内の支店又は営業所を登録する業者 

 ⑶ 総合評価方式の対象工事として公告に付した工事のうち、入札者が得られず不調と

なった工事 

（総合評価方式の型式） 

第３条 総合評価方式の型式は、標準型（技術的工夫の余地が大きい工事で、安全対策、

交通・環境への影響の軽減、工期の短縮等の施工上の提案、施工計画や同種工事の経

験、工事成績などを評価項目として、それらの評価及び入札価格を総合的に評価するも

のをいう。）とする。 

 （学識経験者の意見聴取等） 

第４条 市長は、次に掲げる場合には、施行令第167条の10の２第４項及び第５項の規定

に基づき、２人以上の学識経験を有する者の意見を聴取しなければならない。 

⑴ 落札者決定基準を定めようとするとき。なお、併せて、当該落札者決定基準に基づ

いて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについ

て意見を聴くものとする。 



⑵ 前号の意見の聴取時において、落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとす

るときに改めて意見を聴く必要があるとの意見があったものについて、落札者を決

定しようとするとき。 

２ 前項に規定する学識経験を有する者として、会津若松市総合評価員（以下「評価員」

という。）を置き、評価員は、次に掲げる事項により、市長が委嘱するものとする。 

 ⑴ 評価員の任期は２年とし、再任を妨げないものとする。 

 ⑵ 評価員の氏名及び職業は、当該契約締結後に公表するものとする。 

 ⑶ 評価員は、前項に規定する意見の聴取に際して知り得た入札契約等に関する情報に

ついては、秘密の保持をしなければならないものとする。なお、評価員を退いた後

も、同様とする。 

３ 第１項に規定する意見の聴取については、評価員に対し意見を文書により求め、個別

に聴取するものとする。 

 （入札公告等） 

第５条 市長は、総合評価方式の対象となる工事については、入札公告及び入札説明書に

おいて次に掲げる事項を明示するものとする。 

⑴ 総合評価方式の対象工事であること。 

⑵ 総合評価方式に関する評価項目及び評価基準 

⑶ 総合評価の方法及び落札者の決定方法 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項 

 （技術評価点申請書等の提出） 

第６条 入札参加希望者は、次に掲げる書類のうち、入札公告又は入札説明書に定めたも

のを、入札公告で定める期限までに提出するものとする。 

⑴ 技術評価点申請書（第1号様式） 

⑵ 企業の技術力に関する調書（第２号様式） 

⑶ 配置予定技術者の技術力に関する調書（第３号様式） 

⑷ 企業の地域社会に対する貢献度等に関する調書（第４号様式） 

⑸ 施工計画書（第５号様式） 

⑹ 技術提案書（第６号様式） 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める技術資料 

２ 入札参加希望者は、前項の規定により施工計画書及び技術提案書の提出を求められた

場合、市が図面及び仕様書等により示した施工方法（以下「発注提示案」という。）と

異なる施工方法の提案（以下「技術提案」という。）を行う場合にあっては技術提案書

にその内容等を記載したうえで当該技術提案に基づく施工計画を、技術提案を行わない

場合にあっては技術提案書に技術提案をしない旨を記載したうえで発注提示案に基づく

施工計画を施工計画書に記載し提出するものとする。 

３ 第１項の規定により提出するよう定められた書類（以下「技術評価点申請書等」とい

う。）の作成等に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、提出された技術評価点申

請書等の返却は行わないものとする。 

４ 提出期限後における技術評価点申請書等の内容変更、差替え及び再提出は認めないも

のとする。 



 (技術提案等の審査） 

第７条 技術評価点申請書等の審査は、次のとおり行うものとする。 

⑴ 企業の技術力に関する調書、 配置予定技術者の技術力に関する調書及び企業の地

域社会に対する貢献度等に関する調書についての審査は、総務部契約検査課が行う

ものとする。 

⑵ 施工計画書及び技術提案書についての審査は、総務部契約検査課が取りまとめ、別

表に掲げる職員を構成員として市長が設置する総合評価技術審査会（以下「技術審

査会」という。）が行うものとする。 

２ 技術審査会は、前項第２号の審査にあたって必要があると認めるときは、入札参加者

から説明を求めることができるものとする。 

 （総合評価の方法） 

第８条 総合評価の方法は、入札参加者が提案した技術提案等の各評価項目を点数化した

得点の合計(20点を上限とする。以下「加算点」という｡）に、標準点である100点を加

えた点数（以下「技術評価点」という。）を当該入札参加者の入札価格で除して得た数

値（以下「評価値」という｡）をもって行う。 

２ 評価項目及び評価基準については、工事の目的及び内容により必要とされる技術的要

件等に応じて設定するものとする。 

 （落札者の決定） 

第９条 落札者は、次に掲げる要件全てに該当する者のうち、評価値が最も高い者とす

る。 

⑴ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること（ただし、低入札価格調査の調査基

準価格を下回る入札の場合は、失格基準価格以上で、かつ、低入札価格調査の結果

適正な施工が確保されると判断された場合に限る。）。 

⑵ 入札参加資格要件を満たしていること。 

２ 評価値の最も高い者が２者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 

 （評価内容の担保） 

第10条 市と落札者との間で入札に係る工事について請負契約を締結した場合において、

当該落札者が第６条第２項の規定により提案した技術提案を履行できないときは、市

長は、その理由が自然災害等の不可抗力による場合を除き、落札者から契約金額の10

分の１に相当する額を限度として違約金を徴するものとする。 

２ 市長は、落札者が第６条第３項の規定により提出した技術評価点申請書等に基づかず

に工事を施工し、かつ、技術評価点申請書等に基づき再度施工させることが困難であ

る、又は合理的でないと判断したときは、前項に規定する違約金の徴収のほか、契約金

額の減額、損害賠償の請求、入札参加停止の措置及び工事成績評点の減点をすることが

できる。 

 （提案内容の取扱い） 

第11条 市長は、技術提案の内容を公表しないものとする。ただし、落札者が行った技術

提案について、採用した理由の説明を求められた場合には、技術提案を行った入札参

加者の知的財産に関する部分を除き、当該落札者の技術提案が他の入札参加者が行っ

た技術提案に比べ優位な点を公表することができるものとする。 



２ 市長は、技術提案を行った入札参加者の了承を得ることなく当該技術提案の一部のみ

を採用することはできないものとする。ただし、標準的な施工方法についてはこの限り

ではない。 

 （評価結果等の公表） 

第12条 市長は、技術評価点、入札価格及び評価値の結果について、「会津若松市入札及

び契約に係る情報公表要領」（平成20年5月30日決裁）による契約締結後に行う公表に併

せて、総合評価方式入札結果（第７号様式）により公表するものとする。ただし、議会

の議決に付すべき契約にあっては、仮契約締結後に公表するものとする。 

 （落札者とならなかった者に対する理由の説明） 

第13条 落札者とならなかった者は、その理由について書面により説明を求めることがで

きるものとする。 

２ 市長は、前項の規定により説明を求められた場合は、書面により回答を行うものとす

る。 

 （その他） 

第14条 この要綱に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別

に定めるものとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成21年６月18日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成22年６月22日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則 

  （施行期日） 

１ この要綱は、決裁の日から施行する。 

 （会津若松市総合評価の審査結果に対する説明請求に係る審査会設置要綱の一部改正） 

２ 会津若松市総合評価の審査結果に対する説明請求に係る審査会設置要綱（平成21年７

月１日制定）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「会津若松市建設工事総合評価方式試行要綱」を「会津若松市建設工事総合

評価方式実施要綱」に改める。 



 （会津若松市建設工事発注基準の一部改正） 

３ 会津若松市建設工事発注基準（平成19年12月７日決裁）の一部を次のように改正す

る。 

  Ⅱ 発注方式の表中「会津若松市建設工事総合評価方式試行要綱」を「会津若松市建

設工事総合評価方式実施要綱」に改める。 

 （会津若松市電子入札実施要領の一部改正） 

４ 会津若松市電子入札実施要領（平成25年８月16日決裁）の一部を次のように改正す

る。 

  第16条第１項中「会津若松市建設工事総合評価方式試行要綱」を「会津若松市建設工

事総合評価方式実施要綱」に、「総合評価方式試行要綱」を「総合評価方式実施要綱」

に改め、同条第４項中「総合評価方式試行要綱」を「総合評価方式実施要綱」に改め

る。 

 （会津若松市建設工事低入札価格調査取扱要領の一部改正） 

５ 会津若松市建設工事低入札価格調査取扱要領（平成23年３月17日決裁）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条中「会津若松市建設工事総合評価方式試行要綱」を「会津若松市建設工事総合

評価方式実施要綱」に改める。 

 （会津若松市最低制限価格取扱要領の一部改正） 

６ 会津若松市最低制限価格取扱要領（平成19年12月17日決裁）の一部を次のように改正

する。 

  第２条第１項第１号中会津若松市建設工事総合評価方式試行要綱」を「会津若松市建

設工事総合評価方式実施要綱」に改める。 

附 則 

 この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

 

別表（第７条関係） 

 総合評価技術審査会構成員  

１ 総務部契約検査課長 委員長 

２ 財務部公共施設管理課長 委員 

３ 農政部農林課長 委員 

４ 建設部都市計画課長 委員 

５ 建設部まちづくり整備課長 委員 

６ 建設部開発管理課長 委員 

７ 建設部道路課長 委員 

８ 建設部建築住宅課長 委員 

９ 上下水道局上水道施設課長 委員 

10 上下水道局下水道施設課長 委員 

11 当該工事に関係する課長 委員（※） 

12 学識経験者 委員（※） 

※11、12の者については、必要に応じて委員とすることができるものとする。 


